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お客さま各位                                            日本航空株式会社 

 

CCA（Cargo Charges Correction Advice）の手数料について 

 

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は JALCARGO に格段のご高配を賜り、誠

にありがとうございます。 

この度、日本発の国際航空貨物運送状に関わる CCA の手数料につきまして、下記の通り改定させて

いただきますのでお知らせいたします。皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

１．対象 

日本発の国際航空貨物運送状に関わる CCA  

・お客さまが発行し、弊社に申請いただく事例 

・運賃や燃油サーチャージなどの誤適用により弊社が発行し、お客さまにご報告する事例 

 

２．適用開始日 

2017 年 6月 1日（木）以降に発行された日本発の国際航空貨物運送状に関わる CCA から 

 

３．手数料 

5,000 円（CCA1 件につき） 

 

４．CCA 送付先 
e-mail の件名は「CCA 131-XXXX XXXX(AWB番号)」として頂き、下記e-mail アドレスに送付いた
だきますよう、お願い申し上げます。 
・ 北海道地区 ： spkfbu@jal.com 
・ 東日本地区 ： tyofau-r@jal.com 
・ 中部地区  ： tyofau-r@jal.com 
・ 西日本地区 ： osafbu@jal.com 
・ 九州地区  ： fukfbu@jal.com 
・ 沖縄地区 ： counter.desk@oas.jalgroup.or.jp  

 

５．書類の記載方法について 

（１）訂正する国際航空貨物運送状への記載 

本来の訂正内容に加えて、「Other Charges」の欄にチャージコードの「DHC」を利用して該当す

る手数料を記載いただき、「Total Other charges Due Carrier」の欄には、その他の Other 

Charges との合計額を記載ください。 

 

（２）CCA フォームへの記載 

本来の国際航空貨物運送状の訂正内容に加えて、「Remarks and reason for issuing advice」

の欄にチャージコードの「DHC」を利用して該当する手数料を記載いただき、「Total Other 

Charges Due Carrier」の欄には、その他の Other Charges との合計額を記載ください。 

 

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当または予約案内（03-5460-5747）までお問い合せください。 

 

以上 
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